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国
保
税
は
、
加
入
者
の
負
担
能

力
に
応
じ
た
応
能
割
と
、
世
帯
の

人
数
な
ど
に
応
じ
た
応
益
割
を
合

算
し
、
課
税
し
ま
す
。

応
能
割

▽　

所
得
割
額
＝
前
年
中
の
所
得

額
に
応
じ
た
額

※　

前
年
度
ま
で
課
税
し
て
い
た

資
産
割
額
（
固
定
資
産
税
額
に

応
じ
た
額
）
は
、
今
年
度
分
か

ら
廃
止
と
な
り
ま
す
。

応
益
割

▽　

均
等
割
額
＝
加
入
者
の
人
数

に
応
じ
た
額

▽　

平
等
割
額
＝
加
入
世
帯
に
一

律
の
額

　

次
の
①
～
③
の
額
の
百
円
未
満

を
切
り
捨
て
た
額
の
合
計
が
、
１

年
間
の
国
保
税
の
額
で
す
。

　

な
お
、
算
定
基
礎
額
は
、
前
年

分
の
所
得
か
ら
基
礎
控
除
（　

万
３３

円
）
を
差
し
引
い
た
金
額
で
す
。

①　

医
療
分
＝
所
得
割
額
（
算
定

平
成

年
度
国
保
税

平
成　

年
度
国
保
税
のの

２７２７

計
算
方

計
算
方
法法

基
礎
額
×
５
・
５
％
）
＋
均
等

割
額
（
加
入
者
数
×
２
万
１
千

円
）
＋
平
等
割
額
（
１
世
帯
６

千　

円
）
。
課
税
限
度
額
は　

６００

５２

万
円

②　

後
期
高
齢
者
支
援
分
＝
所
得

割
額
（
算
定
基
礎
額
×
１
・
９

５
％
）
＋
均
等
割
額
（
加
入
者

数
×
１
万
４
千
円
）
。
課
税
限

度
額
は　

万
円

１７

③　

介
護
分
（　

～　

歳
の
方
）

４０

６４

＝
所
得
割
額
（
算
定
基
礎
額
×

１
・
９
％
）
＋
均
等
割
額
（　
４０

～　

歳
の
方
の
加
入
者
数
×
１

６４
万
６
千
円
）
。
課
税
限
度
額
は

　

万
円

１６
※　

計
算
方
法
等
、
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
軽
減
措
置
】

　

前
年
中
の
所
得
が
一
定
額
以
下

の
世
帯
に
対
し
て
、
均
等
割
と
平

等
割
を
減
額
す
る
軽
減
措
置
が
あ

り
ま
す
。
た
だ
し
、
世
帯
主
と
加

入
者
全
員
分
（
特
定
同
一
世
帯
所

属
者
も
含
む
）
の
市
民
税
・
都
民

税
の
申
告
、
所
得
税
の
確
定
申
告

等
が
済
ん
で
い
な
い
と
措
置
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
前
年
中
に
収
入
が
な
か

っ
た
方
も
市
民
税
・
都
民
税
の
申

告
を
す
る
こ
と
で
、
軽
減
の
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

軽
減
割
合

▽　

７
割
＝
軽
減
判
定
所
得
が　
３３

万
円
以
下
の
世
帯

▽　

５
割
＝
軽
減
判
定
所
得
が　
３３

万
円
＋
（　

万
円
×
被
保
険
者

２６

と
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
数
）

以
下
の
世
帯

▽　

２
割
＝
軽
減
判
定
所
得
が　
３３

万
円
＋
（　

万
円
×
被
保
険
者

４７

と
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
数
）

以
下
の
世
帯

※　

軽
減
判
定
所
得
は
、
世
帯
内

の
国
保
加
入
者
（
国
保
に
加
入

し
て
い
な
い
世
帯
主
と
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
も
含
む
）
全
員

の
所
得
合
計
額
で
す
。

※　

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
は
、

国
保
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
へ
移
行
し
た
方
で
、
引
き
続

き
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
方
で

す
。

% %%%%%%%%%%%%%%%%%

　

国
民
健
康
保
険
（
以
下
「
国
保
」
）
制
度

は
、
病
気
や
け
が
な
ど
の
と
き
に
備
え
て
加

入
者
の
方
々
が
国
保
税
を
負
担
し
合
い
、
治

療
を
受
け
る
と
き
の
医
療
費
の
補
助
な
ど
に

充
て
る
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。

　

国
保
の
財
政
運
営
は
、
加
入
者
の
方
々
に

納
め
て
い
た
だ
く
国
保
税
の
ほ
か
に
、
国
・

都
・
市
の
公
費
で
運
営
し
て
い
ま
す
が
、
加

入
者
の
高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
な
ど

に
よ
り
医
療
費
が
年
々
増
加
し
続
け
て
お

り
、
非
常
に
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
ま

す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
安
定
し
た
国
保
の
財
政

運
営
の
た
め
、
平
成　

年
度
国
保
税
の
税
率

２７

お
よ
び
課
税
限
度
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
（
下
表
）

　

ま
た
、
併
せ
て
低
所
得
者
の
国
保
税
軽
減

の
拡
充
も
実
施
し
ま
す
。

　

加
入
者
の
方
々
に
は
、
ご
負
担
を
お
願
い

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
国
保
財
政
の
厳

し
い
状
況
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。　　

　

な
お
、
平
成　

年
度
国
保
税
納
税
通
知
書

２７

は
、
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

問
合
先　

保
険
年
金
課
国
保
税
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
２
）

３８７

平成２７年度国保税　税率等改定内容
概　　要平成２７年度平成２６年度区　　分

渇　医療分の所得
割が改定されま
した。
渇　医療分の資産
割が廃止されま
した。
渇　全区分の課税
限度額が改定さ
れました。

５.５０％４.８０％所得割

医療分

−７.５０％資産割

２１,０００円均等割

６,６００円平等割

５２０,０００円５１０,０００円課税限度額

１.９５％所得割
後期高齢者
支援分 １４,０００円均等割

１７０,０００円１６０,０００円課税限度額

１.９０％所得割
介護分

（４０〜６４歳
の方）

１６,０００円均等割

１６０,０００円１４０,０００円課税限度額

 　

国
保
税
は
、
１
年
間
の
税
額
を

８
回
の
納
期
（
７
・
８
・
９
・

　

・　

・　

・
１
・
２
月
）
に
分

１０

１１

１２

け
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
納

期
限
は
、
各
納
期
の
末
日
（　

月
１２

は　

日
）
で
す
。
末
日
が
金
融
機

２５
関
の
休
業
日
の
場
合
は
、
休
業
日

の
翌
日
と
な
り
ま
す
。

　

納
付
に
当
た
っ
て
は
、
便
利
で

確
実
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
忙
し
く
て
納
め
に
行
く
時

間
が
な
い
方
に
も
お
勧
め
で
す
。

申
し
込
み
は
、
口
座
の
あ
る
金
融

機
関
等
に
預
・
貯
金
通
帳
、
金
融

機
関
等
届
出
印
を
持
参
の
う
え
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
保
険
年
金
課
窓
口
で
も

金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

で
口
座
振
替
の
申
し
込
み
が
で
き

ま
す
。
申
込
書
類
の
記
入
の
ほ

か
、
専
用
機
器
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ

ー
ド
の
読
み
取
り
と
暗
証
番
号
の

入
力
を
行
う
た
め
、
本
人
の
来
庁

が
必
要
で
す
。
取
扱
金
融
機
関
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
種
類
（
Ｉ

納

付

方

納　

付　

方　

法法

Ｃ
専
用
カ
ー
ド
等
）に
よ
っ
て
は
、

受
け
付
け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
い
合
わ

せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 　

国
保
制
度
を
円
滑
に
運
営
し
て

い
く
た
め
、
国
保
税
を
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

主
た
る
財
源
で
あ
る
国
保
税
が

滞
納
さ
れ
る
と
、
医
療
費
を
支
払

う
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
国
保
の

運
営
に
支
障
が
生
じ
ま
す
。
滞
納

し
た
場
合
に
は
、
延
滞
金
を
納
め

て
い
た
だ
き
、
ま
た
、
差
し
押
さ

え
な
ど
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
思
わ
ぬ
事
故
や
災
害
、

病
気
、
失
業
な
ど
や
む
を
得
な
い

事
情
に
よ
り
納
期
内
に
納
め
ら
れ

な
い
と
き
は
、
お
早
め
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
申
請
に
よ
り
国
保
税

の
減
額
免
除
や
分
割
納
付
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

納
期
内

納
期
内
にに

納
付
し
て
く
だ
さ

納
付
し
て
く
だ
さ
いい
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平
成　

年
度
市
・
都
民
税
納
税
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知
書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書
ををををををををををををををををををををを
発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発

税
額
決
定
通
知
書
を
発
送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送

　

平
成　

年
度
（
平
成　

年

２７

２６

分
）
の
市
民
税
・
都
民
税
納

税
・
税
額
決
定
通
知
書
を
６
月

　

日
（
水
）
に
発
送
し
ま
す
。

１０
　

第
１
期
の
納
期
限
は
、
６
月

　

日
（
火
）
で
す
。
納
税
・
税

３０額
決
定
通
知
書
が
お
手
元
に
届

き
ま
し
た
ら
ご
確
認
の
う
え
、

納
期
限
ま
で
の
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成　

年
度
市
民

２７

税
・
都
民
税
課
税
（
非
課
税
）

証
明
書
は
、
６
月　

日
（
水
）

１０

か
ら
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

〈
平
成　

年
度
の 

２７

主
な
税
制
改
正
〉

【
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
延
長
、

控
除
限
度
額
の
拡
充
】

　

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
の
対
象

期
間
が
平
成　

年
１
月
１
日
～

２６

　

年
６
月　

日
に
延
長
さ
れ
ま

３１

３０

す
。
ま
た
、
平
成　

年
４
月
１

２６

日
以
後
に
居
住
開
始
し
、
住
宅

取
得
に
か
か
る
消
費
税
等
の
税

率
が
８
％
で
あ
る
場
合
に
は
、

控
除
限
度
額
が
最
高　

万
６
千

１３

　

円
に
拡
充
さ
れ
ま
す
。
（
表

５００１
）

　

平
成　

年
４
月
１
日
～　

年

２６

３１

６
月　

日
の
控
除
限
度
額
は
、

３０

住
宅
の
取
得
対
価
の
額
ま
た
は

費
用
の
額
に
含
ま
れ
る
消
費
税

等
の
税
率
が
、
８
％
ま
た
は　
１０

％
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
、
そ

れ
以
外
の
場
合
に
お
け
る
控
除

限
度
額
は
改
正
前
と
同
様
で

す
。

表１　住宅借入金等特別控除限度額
市・都民税控除限度額居住年月日

所得税の課税総所得金額等の５％
（最高９７,５００円）〜平成２５年１２月３１日改正前

所得税の課税総所得金額等の５％
（最高９７,５００円）

平成２６年１月１日〜
３月３１日

改正後
所得税の課税総所得金額等の７％

（最高１３６,５００円）
平成２６年４月１日〜
３１年６月３０日

　市・都民税における住宅借入金等特別控除は、所得税の控除可能額のうち所得
税から控除しきれなかった額を市・都民税控除限度額の範囲内で市・都民税から
控除します。

表３　上場株式等の配当等に係る申告分離税率
平成２７年度以後平成２２年度〜２６年度

市・都民税５％
（市３％、都２％）
所得税１５％

市・都民税３％
（市１.８％、都１.２％）
所得税７％
※市＝市民税　都＝都民税

表２　上場株式等の譲渡所得等に係る税率
平成２７年度以後平成２２年度〜２６年度区分

市・都民税５％
（市３％、都２％）
所得税１５％

市・都民税３％
（市１.８％、都１.２％）
所得税７％

金融商品取引業者
等を通じた譲渡等

市・都民税５％（市３％、都２％）所得税１５％上記以外 【
上
場
株
式
等
の
譲
渡
お
よ
び

配
当
等
に
関
す
る
特
例
措
置

の
廃
止
】

　

平
成　

年　

月　

日
ま
で
の

２５

１２

３１

上
場
株
式
等
を
譲
渡
し
た
場
合

の
所
得
お
よ
び
上
場
株
式
等
の

配
当
等
に
係
る　

％
軽
減
税
率

１０

（
所
得
税
７
％
、
市
・
都
民
税

３
％
）
の
特
例
措
置
は
、
平
成

　

年　

月　

日
を
も
っ
て
廃
止

２５

１２

３１

さ
れ
、
平
成　

年
１
月
１
日
以

２６

後
は
、
本
則
税
率
の　

％
（
所

２０

得
税　

％
、
市
・
都
民
税
５

１５

％
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
（
表

２
・
３
）
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問
合
先　

市
民
税
課
市
民
税

係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３
階

☎　

儿　

儿
９
８
１
９
）

０４２

３８７

国
民
健
康
保
険
税

国
民
健
康
保
険
税
のの

税
率
等
を
改

税
率
等
を
改
定定


